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教 育 委 員 会

　福岡市立学校施設使用規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市教育委員会　　　　

福岡市教育委員会規則第 9号

　　　福岡市立学校施設使用規則の一部を改正する規則

　福岡市立学校施設使用規則（昭和28年福岡市教育委員会規則第 4号）の一部を次のよう

に改正する。

　第 2条第 2項中「午後 6時」を「午後 5時」に改める。

　第 3条に次の 1項を加える。

3 �　前 2項の規定にかかわらず、学校施設の使用申請及び許可については、学校施設開放

事業管理システムを利用する方法によることができる。

　第 8 条第 1 項中「終った」を「終えた」に、「速かにそのなした特別の設備を撤去し

て」を「速やかに」に、「清掃して職員に引継がねば」を「清掃しなければ」に改める。

　別記様式を次のように改める。
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様式

　　　附　則

　この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。
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　福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、

ここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市教育委員会　　　　

福岡市教育委員会規則第10号

　　　福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

　福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和47年福岡市教育委員会規則

第 6号）の一部を次のように改正する。

　第 4条第 1項及び第 2項並びに第 5条第 2項中「人事課長」を「労務課長」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。

福岡市教育委員会訓令第 7号

　特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（平成 3年福岡

市教育委員会訓令第 2号）の一部を次のように改正し、令和 8年 4月 1日から施行する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市教育委員会　　　　

　別表放課後こども育成課の項を次のように改める。

放課後

こども

育成課

放課後

児童育

成係及

び指導

係の職

員並び

に主査

（運営

支援担

当）

4
38時間

45分

Ａ
午前 8時45分から

午後 5時30分まで
正午から午後

1時まで 日曜日及び

土曜日とす

る。

Ｂ
午前 9時15分から

午後 6時まで

Ｃ
午前10時15分から

午後 7時まで

勤務時間の途

中において 1

時間を与える。
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